
資金繰りから新たな販路づくり、雇用調整助成金の相
談まで、一ヵ所で対応します!

3月23日（火）沖縄市民会館において、開催しますの
で、是非、ご利用ください！

「ワンストップ・サービス・
デイ」を開催します！

○運転資金を借りたい！融資の条件変更ができないか？

○新商品を開発するための支援制度を教えて欲しい！

○ネットを活用した販路展開をしたい！

○知的財産をうまく活用したい！

○雇用調整助成金制度について知りたい！

様々なご相談に応じます

日 時：平成２２年３月２３日（火）１０：００～１６：００
（※ １０:１０～、 １３：３０～ 各機関から制度説明を行います。）

場 所：沖縄市民会館 中ホール

主 催：中小企業庁、内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、独立行政法人中小企業基盤整備機構
共 催：厚生労働省、金融庁
対象者：沖縄県内の中小企業者のみなさま

参加機関（１２機関）
総合案内 － 内閣府沖縄総合事務局経済産業部
沖縄県施策 － 沖縄県観光商工部
金融支援 － 沖縄振興開発金融公庫、㈱商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用保証協会
経営支援 － (独)中小企業基盤整備機構沖縄事務所、沖縄県商工会連合会（地域力連携拠点）

(社)中小企業診断協会沖縄県支部
取引支援 － 下請かけこみ寺((財)沖縄県産業振興公社) 

知的財産支援－ (社)発明協会沖縄県支部、沖縄地域知的財産戦略本部
雇用支援 － 沖縄労働局
金融円滑化法－ 内閣府沖縄総合事務局財務部

■お問い合わせ先 ℡ 098-866-1755（直）内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課

http://www.fsa.go.jp/index.html


Ｑ．売上が、昨年度に比べ大幅に落ち込んだ。資金繰りを何とかした
い。

【金融支援：沖縄振興開発金融公庫、沖縄県信用保証協会 等】

Ａ．まずは、ご利用の金融機関にご相談ください。金融機関と今後の経
営改善計画などを検討した上で、その実現に必要な貸付条件の変更等
を行うことになります。法の詳細につきましては、当日の相談窓口まで。

Ｑ．不況で経営が厳しいが、雇用は何とか維持したい。

【雇用支援：沖縄労働局】

Ａ．景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活
動の縮小を余儀なくされ、休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行っ
た事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給される雇用調整助
成金制度があります。詳しくは、当日の相談窓口まで。

Ａ．景気の悪化などにより前年度の売上などが減少している場合、ほと
んどの中小企業者を対象としたセーフティネット貸付や、景気対応緊急
保証制度がございます。詳しくは、当日の相談窓口まで。

■お問い合わせ先 ℡ 098-866-1755（直）内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課

【金融円滑化法：沖縄総合事務局】

Ｑ．「金融円滑化法」によって、金融機関からの借入れについて、貸付
条件変更等を受けられると聞きましたが、どのようにすればよいのでし
ょうか。

■その他、経営支援、取引支援、知的財産支援等の窓口も設置しております。是非、ご
利用ください！


